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１．詳細計画策定調査現地報告書

2009 年 8 月 31 日 

 

初等理数科教育強化プロジェクト フェーズ 2 

詳細計画策定調査 現地報告書 

 

団長/総括 石原 伸一 

教育事情 服部 浩昌 

協力企画 村川 太志郎 

 

１．調査目的 

（１）現対象 3 州（カドナ州、プラトー州、ナイジャー州）における地方研修実施〔現場

教員（7万名）対象の研修〕、及びその他 33 州と首都特別区における中央研修の実施

計画（実施体制、研修内容、スケジュール等）を確認し、先方政府との協議を行い、

プロジェクトデザイン（PDM、PO、実施体制、予算）について合意形成を図る。 

（２）中央・州・地方レベルの実施体制を確認し、必要な人員、予算措置、組織体制のあ

り方についてナイジェリア側関係者と協議を行う。 

（３）プロジェクトの円滑な実施及び将来の持続発展性に関する懸案事項・課題の抽出を

行い、ナイジェリア側関係者と協議し解決策を検討する。 

 

２．調査団員 

担当分野 名前 所属・職位 

団長/総括 石原 伸一 JICA 人間開発部 基礎教育第二課長 

協力企画 村川 太志郎  JICA 人間開発部 基礎教育第二課 職員 

教育事情 服部 浩昌 株式会社 VSOC コンサルタント 

 

３．調査日程 別添 1を参照。 

 

４．調査結果 

調査団は、ナイジェリア教育省との協議を通じ、ミニッツ（付属資料 3）にある記載事項を

合意した。主な合意事項は以下のとおり。 

（１）プロジェクト名称 

英文：Strengthening of Mathematics and Science Education (SMASE) in 
Nigeria (Phase2) 

和文：ナイジェリア連邦共和国初等理数科教育強化プロジェクト フェーズ 2 

（２）プロジェクト協力期間 

2010 年 1 月～2013 年 2 月（3年 2カ月） 

※プロジェクト期間は、先方政府が予定している研修すべての完了に必要な 3 年間、及び

研修終了後に本プロジェクト内の活動をレビューするための期間として 2 カ月間が必要
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と判断し、全体で 3年 2カ月とすることとした。 

 

（３）ターゲット 

（ア）対象地域 ①地方研修：カドナ、ナイジャー、プラトー州（フェーズ 1対象州）

②中央研修：新規 33 州＋首都特別区 

（イ）対象科目 理科、算数 

（ウ）対象レベル 全国公立小学校 

①地方研修 

学校数：8,051 校  

教員数：6万 7,742 名 

生徒数：217 万 7,021 名 

②中央研修 

学校数：5万 2,137 校  

教員数：53 万 1,430 名 

生徒数：1,993 万 8,411 名 

※出典 STATISTICS OF EDUCATION IN NIGERIA 1999-2005 

（エ）ターゲット

グループ 

 

①地方研修 

直接裨益者 

a）州実施委員会（SIC）：39 名（13 名×3州） 

b）州調整ユニット（SCU）：12 名（4名×3州） 

c）州研修指導員（ST）：24 名（8名×3州） 

d）ゾーン実施委員会（ZIC）：39 名（13 名×3州） 

e）ゾーン調整ユニット（ZCU）：9名（3名×3州） 

f）地方研修指導員：600 名（200 名×3州） 

g) 初等教員（カドナ、ナイジャー、プラトー州）：約 7万名 

間接裨益者 

a）生徒（カドナ、ナイジャー、プラトー州）：約 200 万名 

②中央研修 

直接裨益者 

a) 中央技術者委員会（NTC）：15 名 

b）中央調整ユニット（NCU）：8名 

c）中央研修指導員（NT）：5名 

d）州研修指導員（ST）：408 名〔12 名×34（33 州＋首都特別区）〕 

 

間接裨益者 

a）地方研修指導員：6,800 名〔200×34（33 州＋首都特別区）〕 

b）初等教員：約 53 万名 
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（４）PDM 概要（※詳細は別添 2） 

（ア）スーパーゴール 

生徒の理数科分野における学力が向上する。 

（イ）上位目標 

制度化された SMASE 研修を通じて、ナイジェリアの初等教員の理数科分野の指導力が向上

する。 

（ウ）プロジェクト目標 

パイロット州で初等教員の理数分野における生徒中心型授業の実施能力が向上する。また、パイ

ロット州以外の州研修指導員の理数科分野における INSET 実施能力が向上する。 

（エ）成 果 

【成果 1】パイロット州で地方レベルの現職教員研修を実施するための組織が確立される。 

【成果 2】パイロット州で地方レベルの現職教員研修が実施される。 

【成果 3】中央及び州レベルで現職教員研修を実施するための組織が確立される。 
【成果 4】パイロット州以外の州で州研修指導員を対象とした現職教員研修が実施される。 

【成果 5】現職教員研修を支援する体制が強化される。 
 

５．主な協議事項 

（１）ナイジェリア側 SMASE 研修実施方針、及び JICA 側の支援内容について 

・フェーズ 2 は、フェーズ 1 の対象州であるナイジャー州、カドナ州、プラトー州での一

般教員を対象とした地方研修、及びそれ以外の 33 州と首都特別区における中央研修を

JICA の支援対象とすることで合意した。 

・フェーズ 1対象 3州では、600 名の地方研修指導員を活用して 7万人の現場教員に SMASE

研修を実施することになるが、規模が大きく研修実施にかかわる関係者も増える。その

ため、調査団から具体的なマネジメント体制整備の進捗状況について確認するとともに、

実際に研修を確実に回していけるのかについて確認した。3州の政府代表者による合同会

議を開催し進捗状況について確認したところ、3 州とも 2010 年 4 月の開始に向け運営ス

タッフ、研修センター等の確保を進めているとのことを確認するとともに、実施につい

ても問題ないことを確認した。 

・また、先方政府からフェーズ 1 における研修の質の高さについて高く評価しており、フ

ェーズ 2 においても同様の質を維持してほしい旨依頼を受けた。調査団からは、規模に

応じた適切な専門家を配置すること、フェーズ 2 からはマネジメント面に加え、教科面

を指導できる専門家を投入することを検討していることを説明した。 

・フェーズ 2では、ナイジェリア主導で SMASE 研修の全国展開が進められる。SMASE 研修を

全国で取り入れられることに対する先方政府の関心は非常に強く、新規対象となる 33 州

及び首都特別区で確実に研修が実施されることの重要性について双方で確認した。先方

政府は、新規対象 33 州及び首都特別区のなかからもパイロット地区を設け、各地区で実

施される州研修について専門家の投入を含めたフェーズ 1 対象 3 州と類似の支援につい

て強く要望があった。これに対し、調査団からフェーズ 1 対象の 3 州における地方研修

の支援の規模をかんがみると、日本政府の予算的制約からそれ以外の州の州研修まで支
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援することは現実的に難しいということを伝えた。一方で、全国展開の成功はナイジェ

リアに SMASE 研修を根付かせるために非常に重要であるという調査団側の認識を伝え

るとともに、JICA からもモニタリング活動を実施し、中間レビューでプロジェクトの進

捗確認を行い、その結果を基にその後の支援の方向性を議論する旨説明しミニッツに記

載することで了解を得た。 

（２）中央研修機関の移管、及び新規中央研修指導員の配置 

・中央研修の実施機関が、フェーズ 1 の全国教員養成校委員会（NCCE）から全国教員研修

所（NTI）に移管される。これまでプロジェクトに関与していなかった NTIが、本プロジ

ェクトの主要部分を担うことになるため、当該機関の体制整備の進捗状況について協議

を行い、プロジェクトの開始に向け必要な準備が進められていることを確認できた。ま

た、新規中央研修指導員 5名についても既に配置済みであることが確認された。 

・なお、フェーズ 2 を円滑に実施するために現行の中央研修指導員が新規中央研修指導員

を必要に応じて支援するような体制を整備することで先方と合意しミニッツにも記載し

た。 

（３）フェーズ１で育成した人材の活用について 

・フェーズ 1では、各州 8名計 24 名の州研修指導員を育成した。フェーズ 2では、フェー

ズ 1 対象 3 州で州研修を実施する予定がないため、これら州研修指導員の活用について

検討するよう終了時評価調査で先方政府に依頼していた。先方政府からは、地方研修の

モニタリング、地方研修指導員のファシリテーション及び再訓練、新規地方研修指導員

に対する研修、知識や経験の他関係者への共有、中央研修指導員がモニタリングツール

や教材を改訂する際のサポート等で活用するという提案を受け、ミニッツに記載した。 

・なお、これら州研修指導員の活動に必要な予算についてはまだ確保されていないところ、

NTIを通じて引き続き検討していくこととした。 

（４）本プロジェクト実施に必要な予算について 

・規模の大きなプロジェクトになるなか、予定した研修がきちんと行えるよう必要な予算

が確実に中央政府から現場レベルに流れるようマネジメント体制を確立しておくことが

重要である。 

・フェーズ 1 対象の 3 州で実施される地方研修の費用は、州政府独自の予算で賄う部分も

あるが、中央レベルから配賦される部分も大きい。地方研修は、各州に設置されたゾー

ン事務所が運営を担うことになるが、中央政府（UBEC）→州政府→ゾーン事務所（地方

教育委員会）と確実にお金が流れるように必要な調整を図ることが重要であることにつ

いて関係者間で理解を促進するとともに、ミニッツを、中央関係 4 機関及び 3 州の州政

府代表者の立会いの下、連邦教育大臣と署名した。 

（５）本プロジェクトに必要な研修教材について 

・また、フェーズ 1では研修に必要な教材は JICA側で調達していた。しかしながら、フェ

ーズ 2では、フェーズ 1のように細かい調整を図ることが難しく JICA 側で調達できる教

材について制約が出てくる。その他の州の展開も考えサスティナビリティーの観点から

JICA 側で調達する研修教材は理科、算数で使用される必要不可欠なものに絞り込むこと

を提案した。提案した内容については、大筋で先方政府から合意がとれたものの、JICA
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側で調達するものに関しては 1 サイクルが終了した段階で見直しを行うという提案があ

り、これについて調査団側は了解した。 

（６）SMASE研修の政策・制度的位置づけについて 

・全国展開が行われるフェーズ 2 では、現場レベルでの研修の実施に加えて、ナイジェリ

アにおける教師教育政策・プログラム等と整合させ、組み込んでいくかということが重

要になる。このことから、プロジェクトの活動として、現状の教師教育の政策、プログ

ラム、ガイドラインをレビューし、SMASE研修を組み込んでいくことを活動に加えた。 

・具体的な取り組みの１つとして、フェーズ 1で JICAから出していた SMASE研修修了書

がフェーズ 2から先方機関である教員認定評議会（TRCN）に認定される方向で調整して

いくことが合意された。 

・継続的に SMASE 研修が実施されるためには、ガイドラインが存在することが大切であ

る。ガイドラインの位置づけを明確にするためにも承認過程が重要であり、連邦教育省

の承認をプロジェクト活動に含めた。 

・さらに、本プロジェクトが国家プログラムとして承認されるには、教育諮問委員会（JCCE）

及び教員資格（NCE）での承認が必要であり、右プロセスを支援していくことをプロジ

ェクトの活動に含めることとした。 

（７）長期的な展望について 

・現状 3 サイクル完結型の研修をしているが、教員の質を高めるためには 3 サイクルで十

分というのではなく、その後も継続的に研修が行われることが重要である。長期的な

SMASE研修のあり方について協議を行い、先方政府からは、地方研修の 3サイクル、完

了までに校内研修やクラスター型研修の導入の検討を行いたい旨意向が示されるととも

に、SMASE の研修実施戦略を教材内容の開発にも反映することとした。また、これらを含

め今後の方向についてはフェーズ 2 のなかで内容をより具体化していくことについても

意向を確認しミニッツに記載した。 

 

６．留意事項、フォロアップ 

・中央研修の実施機関の移管に伴い、フェーズ 2 開始当初から NTI が本プロジェクトの主

要部分を担うことになる。そのような状況のなかで、フェーズ１終了（2009 年 8 月）か

らフェーズ 2が開始する 2010 年 1 月（予定）までの間で NTIの新規中央研修指導員のマ

ネジメント及び教科知識の能力強化について先方政府から要請があった。この要請の対応

については、調査団帰国後に JICA本部の関係部署で対応を検討することを先方に説明し

ミニッツに記載した。 

・なお、当該実施機関の体制整備について本調査のなかで聞き取り調査を行い、具体的に作

業が進んでいることが確認できたものの、SMASEプロジェクトに関する基本的な理解を

図り、プロジェクトの立ち上げを円滑に進めるための NTI の体制整備には、調査団とし

ては、日本人アドバイザーによる支援の必要性は高いと考える。 
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７．団長所感 

フェーズ２では理数科分野を切り口に小学校教員を対象とした現職教員研修の質を

確保しつつ、全国展開（下層展開、他州展開）に向けての制度を構築していくプロセス

に取り組んでいくことになる。いわば、全国展開に向けての基盤を構築するとともに、

現職教員研修の実施を具体的に設計していくことが求められる。本プロジェクト実施に

際し、留意すべき点、所感は以下のとおり。 
 

（１）対象規模の大きさ 
現在、アフリカにおいて初等レベルの現職教員研修で全国展開に向けて取り組んでい

る国として、ガーナ、ケニアがあるが、ガーナは約 10 年のパイロット経験を基に、ケ

ニアは中等レベルで全国展開を取り組んできた約 10 年の経験を基に初等レベルでの展

開に向け取り組んでいる。これらのプロジェクトと比較しても、ナイジェリアの場合、

倍近いスピードで全国展開に向けて進んでいる感じがある。今回、下層展開するパイロ

ット 3 州の教員数（約 7 万 7,000 人）はガーナ全国の小学校教員数（約 8 万 8 千人）

とほぼ相当するが、残り 33 州及び首都特別区に約 50 万人以上の教員への展開も視野

に入れ、教員研修の実施方法を組んでいくことがある。フェーズ２では、他州への展開

も視野に中央研修（州研修指導員の育成）を実施することでスケールアップの仕掛けを

組み込んでいくことになるが、国としての大きさを十分認識しつつ、取り組んでいく必

要がある。 
（２）スケールアップにあたっての留意事項 
ナイジェリアは大きく分けて６つの政策ゾーンに分けられるが、下層展開する 3 州は

２つのゾーンに属している。今回の協議において、ナイジェリア側から、残り４つの政

策ゾーンから 1 つずつパイロット州として支援（州研修レベルまで）してほしいと強い

要望があった。特に SMASE 研修を全国プログラムに正式に組み込んでいくプロセスに

おいて、全州の同意が必要であり、そのためには６つの政策ゾーンを公平に取り組んで

おくことが重要であるとの主張がなされた。現時点では、調査団としては、プロジェク

ト規模・範囲を考えると、プロジェクトで新規に州を追加することは困難とのことで整

理したが（プロジェクトの進捗を踏まえ中間レビューで議論）、同様の要望が繰り返さ

れることが予想される。今後、パイロット州以外のモニタリング活動では、６つの政策

ゾーンの公平に実施すること、今後、新規パイロット州の追加を検討する場合、この点

を十分配慮することが必要である。 
（２）関係機関の多さと巻き込み 
 今回、ミニッツに連邦教育省のほか、パイロット 3 州の代表、全国教員研修所（NTI）、
教員認定評議会（TRCN）、全国基礎教育委員会（UBEC）が立会人として署名したが、

プロジェクトに関係する機関が非常に多い。全国教員研修所（NTI）は中央研修の実施

機関、州は州・地方研修を実施していく責任を担い、全国基礎教員委員会（UBEC）は

州研修・地方研修の財政支援機関として、教員認定評議会（TRCN）は研修修了書の認

定機関として、各機関とも重要な役割を果たすことになり、これらの機関をしっかりと
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巻き込んでいくことが重要である。 
（３）教師教育の政策、プログラム、ガイドラインへの組み込み 
 SMASE 研修を全国で展開していくには、教師教育全体の政策のなかでの位置づけを

明確にするとともに、現在、策定中・予定の政策、プログラム、ガイドライン等に組み

込んでいくことが重要である。特に教員にとってのインセンティブの観点から、SMASE
研修を受けることが昇進につながっていく等、教員認定評議会（TRCN）と調整をして

いく必要がある。また、現在、ナイジェリアにおいても FTI が動きつつあり、特に教師

教育分野についての動向を十分把握していく必要がある。また、適宜、プロジェクトの

情報提供等、インプットしていくことが大切である。 
（４）研修の質の確保と継続的な実施に向けて 
パイロット 3 州では、7 万人を対象に研修を実施することになるが、費用対効果が高

く、質の高い実施が求められる。そのためには地方研修講師、地方教育行政が協力しな

がら、実施していく体制が必要となる。また、24 カ所の SMASE ゾーンオフィス、131
カ所の地方研修センターへの初期投資として研修に必要な最低限の機材や研修教材を

支援する予定である。プロジェクトのなかでも円滑な調達ができるよう工夫していきた

いが、ナイジェリア事務所の調達管理・支援が必要となることから、ご協力をお願いし

たい。  
また、新たに専従となる中央研修講師の能力の強化を図ることが重要であり、全国展

開に向けての大きな鍵となると考えられ、フェーズ２開始前にフォローアップ協力を通

じた支援を検討することが必要と考える。 
今回の議論で 3 サイクルの研修後、ナイジェリア側としては校内研修・クラスター型

研修の方向性をめざしたいとの意向が示されたが、研修の方向性の中身を具体化してい

くことが必要である。 
（５）プロジェクト運営に係る柔軟な対応 
フェーズ２において、業務実施契約による実施を予定しているが、先方のオーナーシ

ップを大切にし、「待ち」の姿勢を大切に状況に応じ柔軟に対応していくことが必要で

ある。全国展開に向けて、教育の改善を念頭に置きつつ、総合的な視点をもって、柔軟

に計画等を見直しながら、事務所と緊密に連携しつつ、取り組んでいきたい。 
（６）アフリカ域内経験交流の促進 

フェーズ１においては、ケニア人専門家の貢献が大きく、これまで同様、SMASE－
WECSA の枠組みを活用しつつ、アフリカ域内の経験を促進していくことが重要である

と考える。また、業務実施契約でプロジェクトを実施の場合、本部において、ケニア等

の第三国からの専門家による支援や技術交換の進め方について整理を行うことが必要

である。 
 

 今回の調査において、ナイジェリア事務所、プロジェクト専門家から、多大な支援を

いただき感謝申し上げるとともに、フェーズ２の円滑な開始に向け、引き続きご支援を

お願いしたい。 
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８．今後の予定 

2009 年 8～9 月 ・プロジェクトドキュメントの完成（ナイジェリア側） 

・事前評価表の決裁 

2009 年 9 月下旬 ・R/D 署名 

2010 年 1 月 ・協力開始 

 

以上 

 

別添１：調査日程 

別添 2：PDM 図 

別添 3：研修実施図 
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別添１

現地調査　日程
a b c

日時 曜日 団長 協力企画 教育事情

石原 村川 服部

　 12日間 12日間 25日間

1 8/3 月

2 8/4 火

3 8/5 水

4 8/6 木

5 8/7 金

6 8/8 土

7 8/9 日

8 8/10 月

9 8/11 火

10 8/12 水

11 8/13 木 補足調査

12 8/14 金 補足調査

13 8/15 土 補足調査

14 8/16 日 補足調査

15 8/17 月 補足調査

16 8/18 火 補足調査

17 8/19 水 補足調査

18 8/20 木 補足調査

19 8/21 金 補足調査

20 8/22 土 補足調査

21 8/23 日 補足調査

22 8/24 月 補足調査

23 8/25 火 補足調査

24 8/26 水
アブジャ：8：30→ロンドン
14：55（ＢＡ082）
ロンドン19：15→

25 8/27 木 成田15：00（ＪＬ402）

成田15：00（ＪＬ402）

終日：連邦教育省、フェーズ1対象3州関係者協議

AM：連邦教育省Ｍ/Ｍ案協議
PM：M/M署名、NPC報告

ＡＭ：資料整理
ＰＭ：ＪＩＣＡ事務所、大使館報告

アブジャ：8：30→ロンドン14：55（ＢＡ082）
ロンドン19：15→

成田12：00→ロンドン16：35(ＪＬ401)
ロンドン22：15→

アブジャ4：35（ＢＡ083）
AM：JICA事務所協議
PM：連邦教育省協議、UBEC協議

終日：資料整理

終日：資料整理

AM：連邦教育省協議
PM：IDPミーティング（教育ドナー会合）、大使館表敬

AM：NTI協議

終日：連邦教育省協議
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２．RD 及びミニッツ
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